
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
有害生物を捕獲するための捕獲用トラップと、
前記捕獲用トラップの少なくとも一部を撮影するトラップ撮影手段と、
を備える有害生物監視装置であって、
前記捕獲用トラップには、誘引光源の下に、底面退出口より広い上面侵入口を有する通過
部が設けられ、前記底面退出口の下部には有害生物を捕獲するための粘着面が、 に
対して傾斜して設けられており、
前記トラップ撮影手段は、前記粘着面の少なくとも一部を撮影すること
を特徴とする有害生物監視装置。
【請求項２】
有害生物を捕獲するための捕獲用トラップと、
前記捕獲用トラップの少なくとも一部を撮影するトラップ撮影手段と、
前記トラップ撮影手段が撮影した画像を通信ネットワークで接続された前記画像の管理装
置に送信する画像送信手段と、
を備える有害生物監視システムであって、
前記捕獲用トラップには、誘引光源の下に、底面退出口より広い上面侵入口を有する通過
部が設けられ、前記底面退出口の下部には有害生物を捕獲するための粘着面が、 に
対して傾斜して設けられており、
前記トラップ撮影手段は、前記粘着面の少なくとも一部を撮影すること
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を特徴とする有害生物監視システム。
【請求項３】
前記粘着面は、 に対して４５度以上の角度に傾斜して設けられていることを特徴と
する請求項１記載の有害生物監視装置。
【請求項４】
前記上面侵入口の直径に対する前記底面退出口の直径の比率は、１００分の１１以下であ
ることを特徴とする請求項１記載の有害生物監視装置。
【請求項５】
前記トラップ撮影手段は、所定の間隔で前記粘着面の少なくとも一部を撮影し、
前記画像送信手段は、前記トラップ撮影手段が所定の間隔で撮影した前記粘着面の画像を
送信すること
を特徴とする請求項２記載の有害生物監視システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、昆虫類をはじめとする有害生物の工場など施設内への侵入を監視するための、
有害生物を集中捕獲するための捕獲用トラップ、捕獲用トラップを備えた有害生物監視装
置及び有害生物監視システムに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、消費者の商品に対する安全意識の高まりにより、主に食品等への異物混入に対する
クレームが多数発生するようになっている。これらの異物混入の事例では、特に昆虫類が
原因となるものが多くなっているため、工場など施設内における昆虫対策が重要な課題と
なっている。
【０００３】
昆虫類の混入事故を防止するためには、昆虫類が侵入・発生しないための施設管理と、昆
虫類を施設内で発見したときの殺虫剤散布等による防除作業が必要となる。これらの対策
の前提として、多くの食品生産工場等の施設においては、昆虫類を捕獲する捕獲用トラッ
プを用いて昆虫類の生息実態を検査し、その結果を分析して上記の対策を講じることが行
われている。
【０００４】
上記の捕獲用トラップは、昆虫類を効率的に捕獲するために、昆虫を捕える粘着面を備え
た粘着トラップや、飛翔昆虫を誘引光源に誘き寄せて捕獲するライトトラップなどが用い
られており、トラップの構造について捕獲効率を高めるための発明もなされている（例え
ば、特許文献１参照）。
【０００５】
【特許文献１】
特開２００１－３２１０５６号公報
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
上記のようなトラップを用いて行なわれる昆虫類の生息実態の検査においては、月に１～
２回の頻度でトラップの状況を確認することが一般的である。このような方法では、実際
に異物が混入してしまった後に対策を講ずることとなるので、既に手遅れとなっている場
合も少なくない。異物混入を防止するためには検査の頻度を高めることが望ましいが、防
虫対策を施した施設内では通常は稀にしか異常が検出されないため、例えば毎日検査を行
なうことすると、多数のトラップを対象に担当者が連日の調査・回収作業を行うこととな
り、コスト対効果の面で問題がある。
【０００７】
このような事情から、低コストでリアルタイム性の高い検査を行うことが可能な監視シス
テムが求められるが、監視の対象となる昆虫類は微小なものが多く、かつ粘着面にも広く
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散在しやすいものであるため、例えば監視カメラを用いて撮影することとしても少ない台
数のカメラで精緻な撮影を行うことは容易でないという問題がある。
【０００８】
本発明は、このような課題に対応して、昆虫類をはじめとする有害生物の工場など施設内
への侵入をリアルタイムに監視することが可能な、有害生物を集中捕獲するための捕獲用
トラップ、捕獲用トラップを備えた有害生物監視装置及び有害生物監視システムを提供す
ることを目的とするものである。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
このような課題を解決するために、第一の発明は、有害生物を捕獲するための捕獲用トラ
ップと、前記捕獲用トラップの少なくとも一部を撮影するトラップ撮影手段と、を備える
有害生物監視装置であって、前記捕獲用トラップには、誘引光源の下に、底面退出口より
広い上面侵入口を有する通過部が設けられ、前記底面退出口の下部には有害生物を捕獲す
るための粘着面が、 に対して傾斜して設けられており、前記トラップ撮影手段は、
前記粘着面の少なくとも一部を撮影することを特徴とする有害生物監視装置である。前記
粘着面は、 に対して４５度以上の角度に傾斜して設けられていることを特徴とする
こともできる。前記上面侵入口の直径に対する前記底面退出口の直径の比率は、１００分
の１１以下であることを特徴とすることもできる。
【００１０】
この発明は、粘着トラップなどの捕獲用トラップを用いて昆虫類などの有害生物を捕獲し
、捕獲したトラップに監視カメラ等を併設して撮影の対象となる範囲を限定することによ
り、監視カメラによる撮影を可能にすることを特徴とする。通常の状態では飛翔などによ
り散在してカメラでは監視しにくい昆虫類などの有害生物を、トラップに対象を限定する
ことで、効率的に撮影して監視することが可能になる。
【００１１】
ここで有害生物としては、主として異物混入の対象となる昆虫類を対象とするが、施設内
への侵入を防ぐ必要がある生物であれば、ネズミなどの動物類も含まれる。有害であるこ
とには、当該生物が毒性を有することだけではなく、人に不快感を与えるなど心理的に有
害であることも含まれる。捕獲用トラップには、粘着トラップやライトトラップなど、有
害生物を捕獲することが可能な全てのトラップが含まれる。
【００１２】
第二の発明は、有害生物を捕獲するための捕獲用トラップと、前記捕獲用トラップの少な
くとも一部を撮影するトラップ撮影手段と、前記トラップ撮影手段が撮影した画像を通信
ネットワークで接続された前記画像の管理装置に送信する画像送信手段と、を備える有害
生物監視システムであって、前記捕獲用トラップには、誘引光源の下に、底面退出口より
広い上面侵入口を有する通過部が設けられ、前記底面退出口の下部には有害生物を捕獲す
るための粘着面が、 に対して傾斜して設けられており、前記トラップ撮影手段は、
前記粘着面の少なくとも一部を撮影することを特徴とする有害生物監視システムである。
【００１３】
この発明は、前記第一の発明の有害生物監視装置から撮影した画像について通信ネットワ
ークを通じて管理者に送信できるよう構成することにより、管理者によるリアルタイムの
監視を可能にする。管理装置は管理者が送信された画像を管理できる機器であればよく、
管理専用のサーバであってもよいし、汎用的に用いられるパソコンを使用してもよい。通
信ネットワークには、インターネットの他にイントラネット、専用線などのデータ通信が
可能な全てのネットワークが含まれる。
【００１５】
前記第一の発明及び前記第二の発明では、粘着トラップなどの捕獲用トラップを用いて昆
虫類などの有害生物を捕獲して、カメラにより撮影して監視する対象を限定するが、より
効果的かつ効率的に画像を撮影するためには、少しでも狭い表面積の上に有害生物を集中
的に捕獲できることが好ましい。 主として飛翔性
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の昆虫類を対象に、一般の粘着トラップでは粘着面に昆虫類が散在して撮影すべき領域が
広がってしまう問題に対処するため、誘引光源に集まった昆虫類を粘着面に集中させて、
集中させた粘着面のみを撮影することで効率化するよう構成したものである。
【００１６】
微小な昆虫が誘引光源であるランプ付近に接近すると、ランプへの衝突、落下、再飛来を
繰返すことを発見したため、ランプの下側に通過部を設け、上面の侵入口を底面の退出口
より広く構成したところ、昆虫が途中で止まることなく退出口の下に設けられた従来のト
ラップより狭い面積の粘着面に集中的に捕獲することが可能になった。
【００１８】
さらに、前記第二の発明では、前記トラップ撮影手段は、 の少な
くとも一部を撮影し、前記画像送信手段は、

画像を送信することを特徴とすることもできる。前記トラップ撮影手段は
連続して前記捕獲用トラップを撮影し、前記画像送信手段は連続して撮影した画像の一部
に変化が生じた場合に変化が生じた後の画像を送信することを特徴としてもよい。前記ト
ラップ撮影手段は連続して前記捕獲用トラップを撮影し、前記画像送信手段は有害生物が
付着した画像を選択して送信することを特徴としてもよい。
【００１９】
上記の第一の方法においては、例えば１時間毎といった定期的な撮影のタイミングを設定
して、画像を撮影・送信することにより、監視者やシステムに負担の少ない検査が可能に
なる。第二の方法においては、撮影した画像を直前に撮影した画像と対比することにより
、変化した画像のみを送信するよう設定することで、無駄な画像の送受信を排除してハー
ドウェアやネットワークにかかる負担を軽減することができる。第三の方法においては、
有害生物が付着した画像のみを選択的に送信することにより、有害生物が発生していない
状態の無駄な画像の送受信を排除して、同様にハードウェアやネットワークにかかる負担
を軽減することができる。第二、第三の方法における連続した撮影とは、動画のように切
れ目なく撮影を行ってもよいし、１０分毎、１時間毎のように一定間隔をあけて断続的に
撮影を行うものであってもよい。
【００２０】
【発明の実施の形態】
本発明の好ましい実施の形態について、図面を用いて以下に説明する。図１は、本発明に
かかる有害生物を集中捕獲するための捕獲用トラップを備えた有害生物監視システムの構
成の一例を示す図である。図２は、本発明にかかる有害生物を集中捕獲するための捕獲用
トラップの正面図、側面図及び平面図である。図３は、本発明にかかる有害生物を集中捕
獲するための捕獲用トラップの斜視図である。
【００２１】
図１において、本発明にかかる有害生物監視システムは監視装置１０であり、トラップ１
１、監視カメラ１２、制御装置１３、ルータ１４、モデム１５より構成されている。監視
装置１０は、インターネットを通じて管理用サーバ２０と接続されており、監視カメラ１
２で撮影された画像データは、制御装置１３が指定した送信先に対してルータ１４を通じ
て、管理用サーバ２０に送信される。管理用サーバ２０には監視用端末３０からインター
ネットを通じてアクセスし、画像データを参照することができる。
【００２２】
また、監視装置１０は、専用電話回線４１を通じてモデム４２を備えた監視用端末４０と
接続するよう構成してもよい。監視カメラ１２で撮影された画像データは、制御装置１３
が指定した送信先に対してモデム１５よりダイヤルアップで専用電話回線４１に接続され
、モデム４２を介して監視用端末４０に送信される。
【００２３】
従来の検査方法では、トラップに設けた長大な粘着リボン、粘着紙又は粘着テープを月１
回など定期的に回収し、昆虫等の数を人手で数える作業を行っていた。これに対して本発
明は、トラップ１１に監視カメラ１２を併設して、トラップの粘着面などの有害生物が存
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在する部分を撮影することで、撮影された画像データを用いてリアルタイム監視や遠隔監
視を可能としている。
【００２４】
このように監視用端末３０又は４０で有害生物の侵入状況をリアルタイム監視することに
より、異常が生じた場合には即座に通報して、対策を講じることが可能になる。また、遠
隔監視を可能とすることによって、頻繁に以上が生じるわけではない有害生物侵入の監視
を集中的に行なうことにより、監視要員の合理化を図ることもできる。
【００２５】
ここで使用するトラップ１１については、使用する監視カメラ１２がなるべく少数で、か
つ容易に撮影することができるように、撮影の対象となる範囲をなるべく狭くすることが
好ましい。そのためには、図２及び図３に示したような、粘着面に集中捕獲が可能な捕獲
用トラップを用いることが好ましい。
【００２６】
図２及び図３に示した捕獲用トラップは、誘引ランプ１、通過装置２及び粘着面４から構
成される。図２のＡは正面図、Ｂは側面図、Ｃは平面図である。粘着面４を撮影する監視
カメラ３を設けると、監視用装置として利用することができる。
【００２７】
本発明にかかる捕獲用トラップは、誘引ランプ１の下側に、広い上面部の侵入口と狭い底
面部の退出口を有する通過装置２が設けられ、退出口の下側に昆虫を捕獲する粘着面３が
設けられていることを特徴とするものであれば、材料や形態が限定されるものではない。
通過装置は金属、プラスチック、紙などの材質が使用でき、水平断面が円形、半円形、四
辺形又は三角形などとすること可能であり、上面部と底面部とが相違したり、ランプとの
接続部分などが必要に応じて変形されたものであってもよいが、なるべく落下する昆虫が
滑り落ちやすい材料や角度の形態であることが好ましい。
【００２８】
微小な昆虫が誘引ランプ付近に接近すると、直接ランプに衝突する場合、また周囲を旋回
してからランプに触れる場合も行動半径は限られたものであるため、その範囲で衝突、落
下、再飛来を繰り返す。誘引ランプの下側に広い上面側の侵入口とこれより狭い底面側の
退出口を備えた通過装置を設けると、昆虫は途中で止まることなく退出口の下側に備えら
れた、狭い面積の粘着面に集中的に捕獲される。
【００２９】
ここで、粘着面４を監視カメラ３で撮影するよう構成すると、広範な範囲に監視カメラを
設けることが必要なくなる。また、微小な昆虫を撮影する場合であっても、撮影対象とな
る部分を絞り込むことにより、撮影の精度を高めることができる。このように、本発明に
かかる捕獲用トラップは昆虫類の撮影に適したものであり、この捕獲用トラップによって
昆虫の侵入状況を確実かつ容易に監視することが可能になる。尚、粘着面４のサイズと数
や監視カメラ３の性能と数を調整することにより、監視の精度を必要に応じて変更するこ
ともできる。
【００３０】
撮影する画像は動画であっても静止画であってよいが、動画の場合には管理者が監視用カ
メラで常に監視を行わなければならないことと、データ容量が多くなるため通信ネットワ
ークに負荷がかかるという問題がある。前者の監視負担については、管理用サーバ２０や
監視用端末３０又は４０の側で画像の変化を自動的にとらえるよう設定を行なってもよい
が、動画用の全てのデータを送信することは無駄が多いため、監視装置１０の画像送信側
で、制御装置１３において何らかの処理を行って送信する画像を制御することが望ましい
。
【００３１】
まず、有害生物の侵入は、通常の管理体制が施された施設内においては、左程頻繁におこ
るものではないため、例えば１０分毎や１時間毎といった撮影間隔を設けて監視を行なう
ことも可能である。監視側では、設定された間隔で直前に受信した画像と比較して、異常
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が生じていないかを確認すればよい。
【００３２】
次に、撮影側では継続的に、又は一定間隔をおいて断続的に撮影を行い、その中から画像
の一部に変化が生じたもののみを選択して送信することもできる。このように設定すると
、変化が生じた、つまり異常の生じた場合の画像のみを送信するため、画像送信によるシ
ステムやネットワークにかかる負荷を軽減することができる。制御装置１３は、新たに撮
影した画像を直前に撮影した画像と対比し、変化が生じている場合のみ送信するよう設定
される。
【００３３】
さらに、撮影側では継続的に、又は一定間隔をおいて断続的に撮影を行い、その中から有
害生物が付着したもののみを選択して送信することもできる。このように設定すると、有
害生物の付着した問題の生じている場合の画像のみを送信するため、画像送信によるシス
テムやネットワークにかかる負荷を軽減することができる。制御装置１３には、通常の状
態における画像と有害生物の画像のパターンを記憶させておき、新たに撮影した画像が通
常の状態と異なり、有害生物の画像を認識した場合のみ、その画像を送信するよう設定さ
れる。
【００３４】
【実施例】
実施例１
縦型誘引ランプの下に、上面侵入口直径１０ｃｍ、深さ１４ｃｍ、底面退出口直径１．１
ｃｍの紙製コーンを取り付け、その１．５ｃｍ下に６０度の角度で５ｃｍ四方の粘着面を
設置した。この装置を夜間室内で窓に面して１時間点灯したところ、３３匹の微小昆虫が
粘着紙上の３ｃｍ四方内に捕獲され、モニターカメラでも容易に観察できた。
【００３５】
実施例２
上面侵入口直径１０ｃｍ、深さ１１ｃｍ、底面退出口直径０．５ｃｍの紙製コーンによっ
ても、実施例１とほぼ同様の結果が得られた。
【００３６】
実施例３
誘引ランプの下に，上面侵入口直径１５ｃｍ、深さ９ｃｍ、底面退出口直径０．８ｃｍの
アルミ製のロートを取り付け、その下に４５度傾斜の粘着面を設置したものを実施例１と
同様に夜間室内で窓に面して１時間点灯したところ、２１匹の微小昆虫が粘着紙上の３ｃ
ｍ四方内に捕獲され、モニターカメラでも容易に観察できた。
【００３７】
【発明の効果】
本発明にかかる監視装置及び監視システムにより、昆虫類をはじめとする有害生物の工場
など施設内への侵入をリアルタイムに監視し、異常が発生した場合は即座に通報して対策
を講じることが可能になる。
【００３８】
また、本発明にかかる捕獲用トラップを用いることにより、少数の監視カメラを用いるだ
けで、有害生物の侵入を効率的に監視することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明にかかる有害生物を集中捕獲するための捕獲用トラップを備えた有害生物
監視システムの構成の一例を示す図である。
【図２】本発明にかかる有害生物を集中捕獲するための捕獲用トラップの正面図、側面図
及び平面図である。
【図３】本発明にかかる有害生物を集中捕獲するための捕獲用トラップの斜視図である。
【符号の説明】
１０　　監視装置
１１　　トラップ
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１２　　監視カメラ
１３　　制御装置
１４　　ルータ
１５　　モデム
２０　　管理用サーバ
３０　　監視用端末
４０　　監視用端末
４１　　専用電話回線
４２　　モデム
Ａ　　　正面図
Ｂ　　　側面図
Ｃ　　　平面図
１　　　誘引ランプ
２　　　通過装置
３　　　監視カメラ
４　　　粘着面
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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